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お
知
ら
せ

　
冷
え
込
み
が
厳
し
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

　
水
道
管
の
防
寒
対
策
は
お
済
み
で
す
か
？

○
外
に
あ
る
水
道
管
は
必
ず
防
寒
対
策

　�　
外
に
あ
る
水
道
管（
蛇
口
、配
管
）

は
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
販
売
さ

れ
て
い
る
保
温
材
・
保
温
チ
ュ
ー

ブ
な
ど
を
巻
い
て
防
寒
し
ま
し
ょ

う
。
さ
ら
に
ダ
ン
ボ
ー
ル
な
ど
で

覆
う
と
効
果
的
で
す
。

○
ト
イ
レ
や
洗
面
所
も
防
寒
が
必
要

　�　

屋
内
で
も
ト
イ
レ
や
洗
面
所

の
水
道
管
は
、
凍
結
や
破
裂
が

し
や
す
い
の
で
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

○�

蛇
口
か
ら
少
量
の
水
を
出
し
て
お
く

　�　

蛇
口
か
ら
箸
の
太
さ
く
ら
い

の
少
量
の
水
を
出
し
て
お
く
の

も
、
凍
結
防
止
に
有
効
な
手
段

で
す
。

○
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
も
防
寒

　�　

使
用
し
な
く
な
っ
た
梱
包
用

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
や
布
を
ビ

ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
、
地
下
式

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
に
入
れ

て
く
だ
さ
い
。

　

※�

必
ず
メ
ー
タ
ー
が
見
え
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い

○
凍
結
し
て
し
ま
っ
た
ら

　�　

自
然
に
溶
け
る
の
を
待
つ

か
、
凍
っ
た
部
分
に
タ
オ
ル
を

か
ぶ
せ
て
、
そ
の
上
か
ら
ぬ
る

ま
湯
を
ゆ
っ
く
り
か
け
て
く
だ

さ
い
。

　

※�

熱
湯
を
か
け
る
と
水
道
管
や

蛇
口
が
破
裂
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す

○
も
し
破
裂
し
て
し
ま
っ
た
ら

　�　

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の
止

水
栓
を
閉
め
、
市
指
定
水
道
工

事
店
に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ

さ
い
。市
指
定
水
道
工
事
店
は
、

市
民
便
利
帳
ま
た
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

（例）水道管の防寒施工

対策後 対策前

▲�蛇口が凍結した時はぬるま湯で
ゆっくりと！

タオルなどをかぶせ
ゆっくりとかける
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水
道
管
の
防
寒
対
策

高
額
介
護
合
算
療
養
費
支
給
申
請
が
は
じ
ま
り
ま
す

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保

険
・
佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
の
う
ち
、

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
人
に
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
。

■
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
は
？

　
世
帯
内
の
同
一
医
療
保
険
加
入
者
が
、
毎
年
８
月
か

ら
１
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己

負
担
額
を
合
計
し
、
基
準
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超

え
た
金
額
を
支
給
す
る
制
度
。

■
送
付
時
期
　
２
月
下
旬
頃

■
他
の
医
療
保
険
加
入
者

　
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
へ
の
申
請
と
な
り
ま

す
。
そ
の
際
に
、
介
護
保
険
の
「
自
己
負
担
額
証
明
書
」

が
必
要
で
す
。
交
付
申
請
は
佐
賀
中
部
広
域
連
合
、
ま

た
は
地
域
包
括
支
援
課
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
新
成
人
の
み
な
さ
ん
、成
人
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

国
民
年
金
は
、
老
後
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、
現

役
世
代
み
ん
な
で
支
え
あ
う
制
度
で
す
。
国
内
に
住
む
20

歳
以
上
６0
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に
加
入
す

る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
20
歳
に
な
る
と
、

一
部
の
人
（
※
１
）
を
除
き
、
自
動
的
に
国
民
年
金
に
加
入
し

ま
す
。（
※
２
）

（
※
１
）�

厚
生
年
金
加
入
者
や
共
済
組
合
加
入
者
、
ま
た
は
、
そ
の
加

入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
（
配
偶
者
に
限
る
）

（
※
２
）�

令
和
元
年
10
月
以
前
に
20
歳
に
な
っ
た
人
は
、
国
民
年
金
加

入
の
手
続
き
が
必
要

■
国
民
年
金
の
加
入

　
○�

20
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
と
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

「
国
民
年
金
加
入
の
お
知
ら
せ
」、「
国
民
年
金
保
険
料

納
付
書
」、
「
保
険
料
の
納
付
猶
予
制
度
と
学
生
納
付

特
例
制
度
の
申
請
書
」
な
ど
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

○�

「
年
金
手
帳
」
が
届
い
た
ら
、就
職
し
た
時
や
年
金
を

請
求
す
る
時
に
使
用
し
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
の
納
付

　

○�

１
か
月
あ
た
り
の
保
険
料
は
１
６
，４
１
０
円
（
令
和

元
年
度
）
で
す
。

　

○�

早
め
に
納
め
る
（
前
納
制
度
）
と
保
険
料
が
割
引
に

な
り
ま
す
。

■
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

　�　

学
生
や
無
職
な
ど
で
収
入
が
な
く
、
支
払
い
が
困
難

な
場
合
は
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制

度
」、
「
所
得
に
よ
る
免
除
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。「
国
民

年
金
加
入
の
お
知
ら
せ
」
に
同
封
の
申
請
書
と
返
信
用

封
筒
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。


